
建物共済 に ご加入のみなさまへ

① 「いますぐ」、「自己負担なしで」など強引に勧誘されても、すぐに契約しないでね。
② うその理由で共済金を請求することは詐欺行為になるおそれがあるので、やめようね。
③ 不安に思ったりトラブルになった場合は、早めに消費生活センターなどに相談しよう。

いますぐ外壁を修理しないと
危ない状態です！
火災共済を使えば自己負担なしで
修理できますよ

古くなって割れた瓦は
去年の大雪のせいにして
共済金を請求しちゃいましょう！

共済金の申請を代行します
私たちのサポートを受ければ
共済金を多く受け取る
ことができますよ！

共済金の請求は に 直接 ご連絡をお願いします！

トラブル相談が多く寄せられ、

1,640件
（2016年度）

5,093件
（2021年度）

５年前の約３倍に急増しています！

「消費者ホットライン」
身近な消費生活相談窓口
につながります！

〈このチラシに関するお問い合わせはこちら〉
新潟県農業共済組合 第２事業部 建物農機具課
TEL：025-282-5148 FAX：025-385-7742


